
善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震による倒壊等の危険性のある空家の除却を支援し、地域の生活

環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進を図るため、善通寺市内に存する旧耐震空

家の除却を行う者に対し、予算の範囲内で善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付することに関し、善通寺市補助金等交付規則（平成５年

善通寺市規則第２８号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 空家 １年以上継続して居住その他の使用がなされていない状態にあると認められ

る住宅をいう。 

⑵ 住宅 一戸建て、長屋建て又は共同建ての住宅（併用住宅にあっては住宅以外の用

に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のものに限る。）をいう。 

 ⑶ 旧耐震空家 建築基準法施行令の一部を改正する政令（昭和５５年政令第１９６号）

による改正後の建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）に規定する耐震基準

を満たしていない空家をいう。 

（補助対象住宅） 

第３条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次に掲げ

る要件を満たすものでなければならない。 

⑴ 市内に存する旧耐震空家であること。 

⑵ 昭和５６年５月３１日以前に建築されていた建築物又は建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第６条第１項の規定による建築主事の確認を受けて同日以前に着工さ

れた建築物であること。 

⑶ この要綱以外の補助金等の交付を受けていないもの 

⑷ 公共事業等による移転、建替え等の補償に関連していないもの 

⑸ 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの 

⑹ 不動産販売、不動産貸付けその他これらに類する行為をし、又はしようとする者が



その目的のために除却を行うものでないこと。 

⑺ 同一敷地内において、この要綱等に基づく補助金の交付を受けて空家の除却を行っ

ていないこと。 

⑻ 対象物件の所有権を有する全ての者が市税を完納しているもの 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市税を完納し

ている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 補助対象住宅の登記事項証明書（未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産

税納税通知書）に所有者として記録されている者（法人を除く。） 

⑵ 前号に規定する者の相続人 

⑶ その他市長が認める者  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

ただし、前項第３号の規定により補助対象者となった者については、この限りではない。 

⑴ 補助対象住宅が複数人の共有である場合において、当該共有者全員（補助金の申請

をしようとする者（以下「申請者」という。）が共有者の１人である場合、当該申請

者を除く。）から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者 

⑵ 補助対象住宅の登記事項証明書に所有権以外の物権（賃借権を含む。）の設定があ

る場合において、権利者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団

員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

（補助対象工事） 

第５条 補助金の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対象者が発

注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３

条第１項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成

１２年法律第１０４号）第２１条第１項に規定する登録を受けた者（市内に本店、支店

等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者（個人事業者を含む。）に限り、暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団又は暴力団関係者（同条第６号の暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力

団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第１号の暴力的不法行為等を



行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協

力し、若しくは関与するものをいう。）を除く。）に請け負わせる工事とする。 

２ 前項の場合において、やむを得ない理由により、補助対象工事の一部について下請負

をさせるときは、１件あたりの下請負工事費が補助対象工事の請負工事費の総額の２分

の１を超えてはならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事と

しない。 

 ⑴ 補助金の交付を決定する前に着手した工事 

 ⑵ 補助対象住宅の一部を除却する工事 

 ⑶ 補助対象住宅の建替えを目的とした工事 

（補助対象経費、補助率及び補助金の額） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象

工事に要する経費（家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物（浄化槽

等）の除却に係るものを除く。）とする。 

２ 補助金の交付額は、補助対象経費又は当該補助対象住宅の延べ面積に次の各号に定め

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に４

分の１を乗じて得た額（当該額が５０万円を超える場合は、５０万円）とする。 

 ⑴ 木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の

１平方メートルあたりの除却工事費 

⑵ 非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木

造の１平方メートル当たりの除却工事費 

３ 前項の規定により算出された補助金の交付額に１，０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

４ 補助金の交付は、１の補助対象者につき、１回限りとする。 

（事前相談） 

第７条 申請者は、次条に規定する交付の申請を行う前に市に相談するものとする。 

（交付の申請） 

第８条 申請者は、善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付申請書（第１号様式）に

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由が

あると認めるときは、その一部を省略することができる。 



⑴ 申請者及び同一世帯の者が、市税を滞納していないことを証する書類 

 ⑵ 補助対象住宅及びその土地の登記事項証明書 

 ⑶ 補助対象住宅の名寄帳兼課税台帳及び固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知

書の写し 

 ⑷ 補助対象住宅の位置図、平面図及び現況写真 

 ⑸ 申請者の本人確認書類 

⑹ 誓約書（第２号様式） 

⑺ 工事計画書（第３号様式） 

⑻ 工事見積書（内訳明細の付いたもの） 

⑼ 申請者が補助金の交付申請手続を他の者に委任する場合は委任状 

⑽ その他市長が特に必要と認める書類 

（交付の決定） 

第９条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査

し、必要に応じて実地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書

（第４号様式）により申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項について条

件を付するものとする。 

⑴ 申請者が補助対象工事完了後の跡地の所有者である場合には、周囲に悪影響を及ぼ

さないよう当該跡地の適正な維持管理に努めること。 

⑵ 補助金の交付の決定を受けた日から６０日以内に補助対象工事を完了すること。た

だし、申請者の責めに帰さない事由によるときを除く。 

⑶ その他市長が特に必要があると認める事項 

（申請内容の変更） 

第１１条 申請者は、補助対象工事の内容を変更しようとするときは、補助金交付申請変

更承認申請書（第５号様式）により申請し、市長の承認を得なければならない。 

２ 前項に規定する変更の申請には、変更前後の内容を示す市長が必要と認める書類を添

付するものとする。 

（中止の届出） 



第１２条 申請者は、補助対象工事を中止しようとするときは、速やかに、市長に対し、

補助対象工事中止届（第６号様式）により、補助対象工事の中止を届け出、市長の承認

を得るものとする。 

（決定の取消等） 

第１３条 市長は、前２条の届出にかかる補助金交付決定の取消し又は変更については、

補助金交付決定（取消・変更）通知書（第７号様式）を用いて申請者に対して通知する

ものとする。 

（完了報告書） 

第１４条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、その日から起算して２０日を経過

した日又は交付決定年度の２月末日のいずれか早い日までに、工事完了報告書（第８号

様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 工事請負契約書の写し 

⑵ 工事完了写真 

⑶ 工事を行った者の工事完了証明書（第９号様式） 

⑷ 工事代金請求書及び領収書の写し 

⑸ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項の規定による届出の

写し（補助対象工事が同法第９条第１項の対象建設工事に該当するものに限る。） 

⑹ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号)第１２条の３の

産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票の写し 

⑺ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審

査し、必要に応じて実地調査等を行い、その内容が交付決定の内容及びこれに付した条

件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、補助金確定通知書（第

１０号様式）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１６条 前条に規定する通知を受けた申請者が補助金の交付の請求をするときは、当該

通知を受領後、速やかに市長に対し補助金交付請求書（第１１号様式）を提出するもの

とする。 

 （補助金の受領の権限の委任） 



第１７条 申請者は、工事を行った者を代理人として、補助金の受領に係る権限を委任す

ることができる。 

２ 前項に規定する委任を行う場合は、前条の補助金交付請求書に補助金代理受領委任状

（第１２号様式）を添えて提出しなければならない。 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



第１号様式（第８条関係） 

（表面） 

善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

 善通寺市長  様 

申請者 住 所 

    氏 名          ㊞ 

                         連絡先 

 

善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱第８条の規定により、善通寺市旧耐震

空家除却支援事業補助金の交付について、下記のとおり申請します。 

また、本申請を行うにあたり、裏面の誓約事項に相違ないことを誓約し、これらが事実

と相違することが判明した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消される

ことについて同意します。 

記 

 

所 在 地： 

 

交付申請額：金          円 

 

※交付申請額は、１，０００円未満の端数を切り捨てた額 

 

 

 

 

 

 

 

 



（裏面） 

申請者区分 

□登記事項証明書（未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固

定資産税納税通知書）に所有者として記録されている者 

□上記の者の相続人 

□その他市長が認める者 

他の制度等に基づく

補助金の申請の有無 

□善通寺市老朽危険空家除却支援事業 

□善通寺市民間住宅耐震対策支援事業 

□その他補助事業（                   ） 

□申請歴無し 

添付書類 

□ 市税を滞納していないことの証明書（世帯全員分） 

□ 対象となる土地及び建物の登記事項証明書 

□ 対象となる建物の名寄課税台帳及び固定資産税家屋台帳又は

固定資産税納税通知書の写し 

□ 対象となる建物の位置図、平面図及び現況写真 

□ 本人確認書類（個人番号カード、運転免許証等） 

□ 誓約書（第２号様式） 

□ 工事計画書（第３号様式） 

□ 工事見積書（内訳明細の付いたもの） 

 （以下は必要に応じて添付） 

□ 共有者（相続人）及び物権（賃借権を含む）設定者の同意書 

□ 委任状 

□ その他（                ） 

 

誓約事項 

私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは

暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者ではありません。 

 

 



第２号様式（第８条関係） 

 

誓約書 

 

年  月  日 

 善通寺市長  様 

申請者 住 所 

    氏 名          ㊞ 

                         連絡先 

 

 私は、善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金の実施にあたり、次の内容について誓約

します。 

 

１．下記物件にかかる紛争等が生じた場合、責任を持って解決し、市に対して一切の損害

を与えません。 

２．補助対象住宅の建替えを目的とした除却工事ではありません。 

３．補助対象住宅の除却後、跡地について責任を持って管理します。 

４．補助対象住宅は、建築基準法施行令の一部を改正する政令（昭和５５年政令第１９６

号）による改正後の建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）に規定する耐震基

準を満たしている空家ではありません。 

５．申請に当たって虚偽等がないこと、申請と相違があった場合には補助金の返還に応じ 

ます。 

 

記 

 

１．所在地: 

 

２．所有者又は管理者氏名: 

 

３．所有者又は管理者との続柄: 



第３号様式（第８条関係） 

工事計画書 

発注者 

（申請者） 

住 所： 

氏 名： 

建築物の概要 

 所 在 地： 

 建 築 年 次：昭和  年  月  日建築 

 用途（種類）：□戸建住宅 □併用住宅 

        □その他（       ） 

 建 築 面 積：       ㎡ 

 延 べ 面 積：       ㎡ 

 階 数：       階 

 構 造：   造   建て 

 門・塀の有無：□有・□無 

工事の概要 建築物の除却 

受注予定者 

（施工予定者） 

本店所在地 

又は住所 

 

商号及び代

表者名又は

個人氏名 印 

許可番号 

(登録番号) 

□ 建設業許可 

□ 国土交通大臣 ・ □ 香川県知事 

（  －  ）第  号（    工事業） 

主任（監理）技術者の氏名： 

□ 解体工事業登録 

香川県知事 登内－  第   号 

技術管理者の氏名： 

担当者名  

連絡先  

工事見積額 金            円 ※消費税相当額を除く。 

予定工期 年  月  日 ～     年  月  日 



第４号様式（第９条関係） 

善市第    号 

年  月  日 

         様 

善通寺市長       □印  

補助金交付決定通知書 

    年  月  日付け助金の交付については、次のとおり決定したので、善通寺市

旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

１ 交 付 年 度 年 度        

２ 事 業 名 善通寺市旧耐震空家除却支援事業 

３ 補 助 金 の 

交付決定額 円   

４ 交 付 条 件 

⑴ この補助金は、善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱に

基づくもので、この目的以外に使用してはなりません。 

⑵ 次の各号の一に該当するときは、速やかに市長の承認又は指示を受

けなければなりません。 

 ア 内容を変更するとき（市長が認める軽微な変更の場合を除く。） 

 イ 中止するとき。 

 ウ 予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったと

き。 

⑶ 補助対象工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書等を提出

してください。 

⑷ 市長が必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさ

せ、又は補助対象工事の執行状況について実地検査をします。 

⑸ 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければな

りません。 

⑹ 善通寺市補助金等交付規則の規定に違反した場合は、交付の決定を

取り消し、補助金の返還を求めます。 

 



第５号様式（第１１条関係） 

 

補助金交付申請変更承認申請書 

年  月  日 

 善通寺市長  様 

申請者 住 所 

    氏 名          ㊞ 

                         連絡先 

 

善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付申請の内容を変更しましたので、善通寺市

旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定により、次のとおり申請し

ます。 

 

番号 

及び年月日 

善市第    号 

年  月  日 

交付決定額                 円 

所在地  

変更内容 
 

変更理由 
 

変更交付申請額                 円（千円未満を切り捨て） 

 

添付書類 

□ 変更後の工事計画書（第３号様式） 

□ 変更後の工事見積書の写し 

□ その他（                ） 

 

 

 

 



第６号様式（第１２条関係） 

 

補助対象工事中止届 

年  月  日 

 善通寺市長  様 

届出者 住 所 

    氏 名          ㊞ 

                         連絡先 

 

 善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付申請に係る補助対象工事を中止しましたの

で、善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱第１２条の規定により、次のとおり

届け出ます。なお、提出済みの書類に関しては返却を求めません。 

 

番号 

及び年月日 

善市第    号 

年  月  日 

所在地  

補助対象工事を 

中止する理由 

 

補助対象工事を 

中止する年月日 
年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第１３条関係） 

 

補助金交付決定（取消・変更）通知書 

年  月  日 

        様 

善通寺市長          □印  

 

 善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱第１３条の規定により、次のとおり決

定します。 

番号 

及び年月日 

善市第    号 

年  月  日 

所在地  

決定内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式（第１４条関係） 

 

工事完了報告書 

年  月  日 

 善通寺市長  様 

申請者 住 所 

    氏 名          ㊞ 

                         連絡先 

 

 善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱第１４条の規定により、次のとおり報

告します。 

番号 

及び年月日 

善市第    号 

年  月  日 

所在地  

工事完了年月日 年  月  日 

交付決定金額                 円 

添付書類 

□ 工事請負契約書の写し 

□ 工事完了写真 

□ 工事完了証明書（第９号様式） 

□ 工事代金請求書及び領収書の写し（内訳明細の分かるもの） 

□ その他（              ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１４条関係） 

 

工事完了証明書 

 

 １．工事発注者    住所 

            氏名 

 

 ２．工事場所     善通寺市 

 

 ３．工事内容     建築物の除却 

             

 ４．工事期間     工事着手日      年   月   日 

 

            工事完了日      年   月   日 

 

 

 上記のとおり建築物を除却したことを証明します。 

 

 

      年  月  日 

 

       工事施工者 

       所在地（住所） 

       商号及び代表者名（個人氏名）              印 

       連絡先 



第１０号様式（第１５条関係） 

善市第    号 

年  月  日 

         様 

善通寺市長       □印  

 

補助金交付確定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定し

たので、善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱第１５条の規定により通知しま

す。 

 

１ 交 付 年 度 年 度        

２ 事 業 名 善通寺市旧耐震空家除却支援事業 

３ 補 助 金 の 

交付確定額 円   

４ 交 付 条 件 

⑴ この補助金は、善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱に

基づくもので、この目的以外に使用してはなりません。 

⑵ 市長が必要があると認めるときは、当該職員に書類等の検査をさ

せ、又は補助対象工事の執行状況について実地検査をします。 

⑶ 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければな

りません。 

⑷ 善通寺市補助金等交付規則の規定に違反した場合は、交付の決定を

取り消し、補助金の返還を求めます。 

 



第１１号様式（第１６条関係） 

 

年  月  日 

 善通寺市長  様 

住 所 

 

    氏 名          ㊞ 

 

 

補助金交付請求書 

 

年  月  日付け  善市第  号により補助金の交付決定を受けた補助事業

について、善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱第１６条の規定により次のと

おり請求します。 

 

１ 事 業 名       善通寺市旧耐震空家除却支援事業 

 

 

２ 請 求 額                    円 

 

 

３ 代理受領の有無          有  ・  無 

 

 

４ 代 理 受 領 者  

 

 

 

 

 



第１２号様式（第１７条関係） 

 

年  月  日 

 善通寺市長  様 

住 所 

 

    氏 名          ㊞ 

 

補助金代理受領委任状 

 

 私は、善通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金交付要綱第１７条第１項の規定により善

通寺市旧耐震空家除却支援事業補助金の受領に係る権限を下記の工事を行った者に委任し

ます。 

 

記 

 

住 所  

名 称  

代 表 者 氏 名  

電 話 番 号  

口 座 番 号  

 

 

 

 


